
 

【土地区画整理法第７６条第１項許可申請の手続きの流れ】 
 
 

申請人 施行者 
市 

[許可権者] 

 
 ①事前相談・協議 

 

建築行為等の計画 

  

 ※施行者（必要に応じて、市[許可権 
  者も]への事前相談・協議をお願い 
  します。 

 

応相談・協議  （応相談・協議） 

 

 
■事前相談・協議の結果、計画している建築行為等が許可申請対象行為の場合 

 

 ②申請書提出（正２部・副１部の計３部） 
 

申請書作成 
 

  

③施行者意見照会 

 

 
受 付 

 

受    付 
・ 

施行者意見検討 

  

※市（認可権者）の受付後

 ④意見回答 
 
 
 

 
許可書受 

 ⑤許可書交付  
 
 
 

許可書（写）受 

 
 
 

 ⑤'許可書（写）交付 

 

審 査 

 

 
 
 

  関係法令等の手続き完了後、工事着手へ 


